
(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　研磨層とクッション層とを含む、半導体ウエハを研磨する研磨パッドであって、該研磨
層が発泡ポリウレタンから形成され、かつ曲げ弾性率２５０～３５０ＭＰａを有

該クッション層が独立気泡発泡体から
形成され、かつ厚さ０．５～１．０ｍｍおよび歪定数０．０１～０．０８μｍ／（ｇｆ／
ｃｍ２ ）を有することを特徴とする研磨パッド。
【請求項２】
　前記発泡ポリウレタンが平均気泡径１～７０μｍを有する請求項１記載の研磨パッド。
【請求項３】
　前記発泡ポリウレタンが比重０．５～１．０ｇ／ｃｍ３ を有する請求項１または２記載
の研磨パッド。
【請求項４】
　前記発泡ポリウレタンが硬度４５～６５度を有する請求項１～３のいずれか１項記載の
研磨パッド。
【請求項５】
　前記クッション層が、ポリウレタン樹脂およびポリエチレン樹脂から成る群から選択さ
れる１種以上から形成される請求項１～ のいずれか１項記載の研磨パッド。
【請求項６】
　請求項１～ のいずれか１項記載の研磨パッドを用いて少なくとも半導体ウエハの表面
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を研磨する工程を含む半導体デバイスの製造方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、シリコンウエハや光学材料、ハードディスク用のガラス基板、情報記録用樹
脂板やセラミック板等の高度の表面平坦性を要求される材料の平坦化加工処理を安定、か
つ高い均一性で行うための研磨パッドに関するものである。本発明の研磨パッドは、特に
シリコンウエハ並びにその上に酸化物層、金属層等が形成された半導体ウエハを、平坦化
する工程に使用する研磨パッドで、被研磨体であるシリコンウエハなどのＣＭＰ（ケミカ
ルメカニカルポリッシング）による優れた平坦化特性とその均一性を提供し得る研磨パッ
ドおよびこの研磨パッドを使用しての半導体デバイスの製造方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　高度の表面平坦性を要求される材料の代表的なものとしては、半導体集積回路（ＩＣ，
ＬＳＩ）を製造するシリコンウエハと呼ばれる単結晶シリコンの円板が挙げられる。シリ
コンウエハは、ＩＣ、ＬＳＩ等の製造工程において、回路作成に使用する各種薄膜の信頼
できる半導体接合を形成するために、各薄膜作成工程において表面を高精度に平坦に仕上
げることが要求される。
【０００３】
　一般的には、研磨パッドはプラテンと呼ばれる回転可能な支持円盤に固着され、半導体
ウエハは自公転運動可能な研磨ヘッドと呼ばれる円盤に固着される。双方の回転運動によ
り、研磨パッドとウエハとの間隙に微細な粒子（砥粒）を懸濁させた研磨スラリーを付加
することで、研磨  、平坦化加工が実施される。この際、研磨パッドがウエハ表面上を移
動する時、接触点で砥粒がウエハ表面上に押し付けられる。従って、ウエハ表面と砥粒と
の間の滑り動摩擦的な作用により加工面の研磨が実行される。このような研磨加工は、通
常ＣＭＰ研磨加工と称されている。
【０００４】
　従来、上記の高精度の研磨に使用される研磨パッドの研磨層としては、一般的に空洞率
が３０～３５％程度のポリウレタン発泡体シートが使用されているが、ポリウレタン発泡
体シートは、局部的な平坦化能力は優れているものの、圧縮率が０．５～１．０％程度と
小さく、従ってクッション性が不足しているためにウエハ全面に均一な圧力を与えること
が難しい。このため、通常、ポリウレタン発泡体シートの背面に柔らかいクッション層が
別途設けられた研磨パッドを使用して、研磨加工が行われる。
【０００５】
　しかし、従来のポリウレタンシートを使用した研磨パッドのクッション層としては、以
下の問題を有する。
（１）クッション層としては、連続空洞を持った樹脂含浸不織布が広く使用されているが
、不織布に含浸される樹脂の含浸量のバラツキ、不織布の厚さのバラツキ、スラリー液の
浸水による圧縮特性の変化等の問題がある。
（２）独立空洞を持った発泡ウレタンフォームが使用され始めているが、製造における発
泡状態の安定化が困難である事、また空洞を持たせることにより、荷重をかけることによ
り、空洞の変形が起こり、回復するまでに時間を有する。すなわち、繰り返し荷重に対す
る残留歪みが大きい等の問題が残り、研磨時のウエハからの繰り返し荷重に対し、クッシ
ョン層が変形し研磨特性に問題を生じる。
【０００６】
　そのため、最近ではこれら問題点を解消するために、ＣＭＰプロセス時に使用される研
磨パッドにおいて、種々の積層研磨パッド、例えば
（１）圧縮回復率が９０％以上である（ゴム弾性保有材質の）クッション層に研磨層を積
層した研磨パッド（特許文献１）、
（２）体積弾性率が６０ＭＰａ以上で引っ張り弾性率が０．１から２０ＭＰａであるクッ
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ション層に水との接触角が７５度以下で曲げ弾性率が２ＧＰａ以上およびまたは表面硬度
がデュロメーター硬度で８０以上の研磨層を積層した研磨パッド（特許文献２）、
（３）軟質ゴム状弾性体によるシート状発泡体と研磨布とを接着積層した研磨部材（特許
文献３）等
が提案されている。
【０００７】
　特許文献１は、圧縮回復率が９０％以上である（ゴム弾性保有材質の）クッション層を
使用することで研磨時の圧縮荷重に対して残留歪の少ない圧縮特性の変化を低減さす研磨
パッドとなすことを目的としたものであり、研磨層にポリウレタン樹脂（いかなるポリウ
レタン樹脂を選定したかの開示はなされておらない）材質を使用した積層研磨パッドの例
示がなされ、面内均一性と平坦化特性共に優れた研磨パッドとして示されているが研磨レ
ートが極めて低いものである。
【０００８】
　特許文献２は、体積弾性率が６０ＭＰａ以上で引っ張り弾性率が０．１から２０ＭＰａ
であるクッション層に水との接触角が７５度以下で曲げ弾性率が２ＧＰａ以上および／ま
たは表面硬度がデュロメータ硬度で８０以上の研磨層を積層した研磨パッドであり、研磨
層として硬質の樹脂（例として、紙およびまたは布基材積層板、または硬質マトリックス
樹脂に親水性成分を分散した組成物）を用いて平坦化特性を得てかつ水濡れ性をもってス
クラッチ抑制を目論む研磨パッドであるが、その研磨層の硬さや曲げ弾性率が本発明のそ
れとは異なるオーダーのものであり、クッション層の例示においても一般的クッション層
に使用されるものを示し、その例として無発泡のエラストマーが開示されている。また面
内均一性と平坦化特性共に優れた研磨パッドとして示されているが研磨レートが極めて低
いものである。
【０００９】
　特許文献３は、軟質ゴム状弾性体のシート状発泡体に研磨布を接着積層した研磨部材が
開示されており、上記シート状発泡体として天然ゴム、合成ゴムまたは熱可塑性エラスト
マーからなる独立気泡の発泡体が記載されているが、研磨布としてベロアタイプの不織布
などの布帛が記載されており、本発明の研磨層材質とは全く異なるものである。
【特許文献１】特開２００３‐３０５６３５号公報
【特許文献２】特開２００２‐０５９３５７号公報
【特許文献３】特開平７‐１６４３０７号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【００１０】
　本発明は、上記のような従来の研磨パッドやそれを用いた研磨方法では解決し得ない問
題点を解決し、スクラッチを発生させることなく、研磨速度を向上させ、かつ半導体ウエ
ハなどの被研磨体のより高い平坦化特性と均一性が同時に得られる研磨パッドおよび該研
磨パッドを用いた半導体デバイスの製造方法を提供することを目的とするものである。
【課題を解決するための手段】
【００１１】
　本発明者等は、上述のような現状に鑑み鋭意研究を重ねた結果、研磨層とクッション層
とから成る研磨パッドにおいて、研磨層に発泡ポリウレタンを使用し、クッション層に独
立気泡発泡体を使用して積層し、研磨層の曲げ弾性率、クッション層の厚さおよび歪定数
を特定範囲内に規定することによって上記課題を解決し得ることを見出し、本発明を完成
した。
【００１２】
　すなわち本発明は、研磨層とクッション層とを含む、半導体ウエハを研磨する研磨パッ
ドであって、該研磨層が発泡ポリウレタンから形成され、かつ曲げ弾性率２５０～３５０
ＭＰａを有 該クッション層が
独立気泡発泡体から形成され、かつ厚さ０．５～１．０ｍｍおよび歪定数０．０１～０．
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０８μｍ／（ｇｆ／ｃｍ２ ）を有することを特徴とする研磨パッドに関する。
【００１３】
　クッション層に関しては、従来、厚さ１～２ｍｍ程度および歪定数０．１μｍ／（ｇｆ
／ｃｍ２ ）以上を有するものが用いられていた。このようなクッション層を用いて、平坦
化特性と均一性を確保していたが、近年、より高い平坦化特性が求められており、このよ
うなクッション層を用いた研磨パッドでは対応できなくなってきた。均一性を確保しなが
ら高い平坦化特性を得るためには、研磨層として高い硬度を有してウエハ全面のうねりに
追従するのに、研磨層のマクロな意味での曲げ特性が必要である。本発明者等は、鋭意検
討の結果、そのような曲げ特性の最適範囲は曲げ弾性率で２５０～３５０ＭＰａであるこ
とを見出したものである。
【００１４】
　更に、上記曲げ特性の範囲で高い平坦化特性と均一性とを得るために、クッション層の
歪定数および厚さにも最適範囲があり、本発明においては、従来用いられた範囲とは異な
り、厚さ０．５～１．０ｍｍおよび歪定数０．０１～０．０８μｍ／（ｇｆ／ｃｍ２ ）で
あることを見出したものである。
【００１５】
　更に、本発明を好適に実施するためには、
　上記発泡ポリウレタンが平均気泡径１～７０μｍ以下を有し、
　上記発泡ポリウレタンが比重０．５～１．０ｇ／ｃｍ３ を有し、
　上記発泡ポリウレタンが硬度４５～６５度を有し、
　上記発泡ポリウレタンが圧縮率０．５～５．０％を有し、および
　上記クッション層が、ポリウレタン樹脂およびポリエチレン樹脂から成る群から選択さ
れる１種以上から形成される
ことが好ましい。
【００１６】
　本発明の別の態様には、本発明の研磨パッドを用いて少なくとも半導体ウエハの表面を
研磨する工程を含む半導体デバイスの製造方法がある。
【発明の効果】
【００１７】
　本発明により、研磨層とクッション層とから成る研磨パッドにおいて、研磨層に発泡ポ
リウレタンを使用し、クッション層に独立気泡発泡体を使用して積層し、研磨層の曲げ弾
性率、クッション層の厚さおよび歪定数を特定範囲内に規定することによって、従来品と
比べて極めて高い平坦化特性を持ちながら、スクラッチを発生させることなく、研磨速度
を向上させ、かつ半導体ウエハなどの被研磨体のより高い平坦化特性と均一性が同時に得
られる研磨パッドを提供することが可能となり、またそのような研磨パッドは半導体デバ
イスの製造などに極めて有用である。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１８】
　以下、本発明の研磨パッドについて更に詳しく説明する。前述のように、本発明の研磨
パッドは研磨層と研磨層より柔らかいクッション層とから成る。本発明の研磨パッドにお
いて、研磨層は発泡ポリウレタンから形成され、かつ曲げ弾性率２５０～３５０ＭＰａを
有することを要件とするが、好ましくは２６０～３４０ＭＰａ、より好ましくは２７０～
３３０ＭＰａである。上記研磨層の曲げ弾性率が２５０ＭＰａに満たない場合は面内均一
性は良好であるものの、十分な平坦化特性を得ることが出来ない。上記研磨層の曲げ弾性
率が３５０ＭＰａを超える場合は平坦化特性は優れているものの、均一性を満足できない
ものとなる。
【００１９】
　本発明の研磨パッドにおいて、クッション層は独立気泡発泡体から形成され、かつ厚さ
０．５～１．０ｍｍおよび歪定数０．０１～０．０８μｍ／（ｇｆ／ｃｍ２ ）を有するこ
とを要件とする。上記クッション層の厚さは、好ましくは０．６～０．９ｍｍ、より好ま
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しくは０．７～０．８５ｍｍである。上記クッション層の厚さが、０．５ｍｍより小さい
と高い平坦化特性が得られるが、均一性が著しく悪化し、１．０ｍｍより大きいと均一性
は良く、一般的な（従来品並みの）平坦化特性は得られるが、本発明の目指す高い平坦化
特性を得ることができない。
【００２０】
　上記クッション層の歪定数は、好ましくは０．０２～０．０７μｍ／（ｇｆ／ｃｍ２ ）
、より好ましくは０．０３～０．０６μｍ／（ｇｆ／ｃｍ２ ）である。上記クッション層
の歪定数が、０．０１μｍ／（ｇｆ／ｃｍ２ ）より小さいとクッション層の厚さが上記範
囲内にあっても十分な均一性が得られず、０．０８μｍ／（ｇｆ／ｃｍ２ ）より大きいと
クッション層の厚さが上記範囲内にあっても高い平坦化特性を得ることができない。
【００２１】
　本発明の研磨パッドにおいては、上記のような要件をすべて満足することによって、即
ち、上記研磨層の特性と上記クッション層の特性が相まってはじめて研磨速度（研磨レー
ト）が向上しかつ平坦化特性と面内均一性とが共に優れた研磨が可能となる本発明の効果
が得られるものであり、これらの一方の層が上記のような特性を保有したものであっても
、他の一方の層の特性がそのような範囲から逸脱すれば本発明の効果は得られない。
【００２２】
　本発明の研磨パッドでは、上記研磨層用の発泡ポリウレタンが平均気泡径１～７０μｍ
、好ましくは５～５０μｍを有することが望ましい。上記平均気泡径が、１μｍより小さ
いとスラリー保持効果が小さくなって研磨レートが低下し、７０μｍより大きいとスラリ
ー保持効果が高くなって研磨レートが大きくなるが、平坦化特性が十分に得られなくなる
。
【００２３】
　本発明の研磨パッドでは、上記研磨層用の発泡ポリウレタンが比重０．５～１．０ｇ／
ｃｍ３ 、好ましくは０．７～０．９ｇ／ｃｍ３ を有することが望ましい。上記比重が０．
５ｇ／ｃｍ３ 未満の場合、研磨層の表面（研磨面）の強度が低下し、半導体ウエハなどの
被研磨対象物の平坦化特性（プラナリティ）が低下し、また、１．０ｇ／ｃｍ３ より大き
い場合は、研磨層表面の微細気泡の数が少なくなり、平坦化特性は良好であるが、研磨速
度が小さくなる傾向にある。
【００２４】
　本発明の研磨パッドでは、上記研磨層用の発泡ポリウレタンが硬度４５～６５度、好ま
しくは４５～６０度を有することが望ましい。上記硬度が４５度未満の場合には、被研磨
対象物の平坦化特性が低下し、６５度より大きい場合には、平坦化特性は良好であるが、
被研磨対象物の面内均一性が低下する傾向にある。
【００２５】
　本発明の研磨パッドでは、上記研磨層用の発泡ポリウレタンが圧縮率０．５～５．０％
、好ましくは０．５～３．０％を有することが望ましい。上記圧縮率が上記範囲内にあれ
ば十分に平坦化特性と均一性を両立させることが可能となる。
【００２６】
　本発明の研磨パッドは、研磨終点検出用の光透過領域を有する研磨パッドであってもよ
い。上記光透過領域を有する場合、上記光透過領域の研磨層側表面に研磨液を保持・更新
する凹凸構造を有しないことが好ましい。上記光透過領域の研磨層側表面にマクロな表面
凹凸があると、凹部に砥粒等の添加剤を含有したスラリーが溜まり、光の散乱・吸収が起
こり、検出精度に大きな影響を及ぼす傾向にある。さらに、上記光透過領域の他面側表面
もマクロな表面凹凸を有しないことが好ましい。同様に、マクロな表面凹凸があると、光
の散乱が起こりやすく、検出精度に影響を及ぼすおそれがあるからである。
【００２７】
　本発明の研磨パッドにおける上記光透過領域の形成材料は、波長６００～７００ｎｍの
全領域における光透過率が５０％以上であり、研磨層の圧縮率より大きい圧縮率を有する
ものが好ましく、かかる性能を有するものであれば特に制限されない。そのような材料の
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例として、例えばポリウレタン樹脂、ポリエステル樹脂、ポリアミド樹脂、アクリル樹脂
、ポリカーボネート樹脂、ハロゲン系樹脂（ポリ塩化ビニル、ポリテトラフルオロエチレ
ン、ポリフッ化ビニリデンなど）、ポリスチレン、オレフィン系樹脂（ポリエチレン、ポ
リプロピレンなど）、エポキシ樹脂などが挙げられる。これらは単独で用いてもよく、２
種以上を併用してもよい。上記材料の中でも、研磨中のドレッシング痕による光透過領域
の光散乱を抑制できるため、耐摩耗性の高いポリウレタン樹脂が望ましい。
【００２８】
　上記光透過領域の形成材料としてのポリウレタン樹脂は、有機イソシアネート、ポリオ
ール、及び鎖延長剤を含有してなるものである。
【００２９】
　有機イソシアネートとしては、２，４‐トルエンジイソシアネート、２，６‐トルエン
ジイソシアネート、２，２’‐ジフェニルメタンジイソシアネート、２，４’‐ジフェニ
ルメタンジイソシアネート、４，４’‐ジフェニルメタンジイソシアネート、１，５‐ナ
フタレンジイソシアネート、ｐ‐フェニレンジイソシアネート、ｍ‐フェニレンジイソシ
アネート、ｐ‐キシリレンジイソシアネート、ｍ‐キシリレンジイソシアネート、ヘキサ
メチレンジイソシアネート、１，４‐シクロヘキサンジイソシアネート、４，４’‐ジシ
クロへキシルメタンジイソシアネート、イソホロンジイソシアネート等が挙げられる。こ
れらは単独で用いてもよく、２種以上を併用してもよい。
【００３０】
　また、有機イソシアネートとしては、上記ジイソシアネート化合物の他に、３官能以上
の多官能イソシアネート化合物も使用可能である。多官能イソシアネート化合物としては
、デスモジュール－Ｎ（バイエル社製）や商品名デュラネート（旭化成工業社製）として
一連のジイソシアネートアダクト体化合物が市販されている。これら３官能以上の多官能
イソシアネート化合物は、単独で使用するとプレポリマー合成に際してゲル化しやすいた
め、ジイソシアネート化合物に添加して使用することが好ましい。
【００３１】
　ポリオールとしては、ポリテトラメチレンエーテルグリコールに代表されるポリエーテ
ルポリオール、ポリブチレンアジペートに代表されるポリエステルポリオール、ポリカプ
ロラクトンポリオール、ポリカプロラクトンのようなポリエステルグリコールとアルキレ
ンカーボネートとの反応物などで例示されるポリエステルポリカーボネートポリオール、
エチレンカーボネートを多価アルコールと反応させ、次いで得られた反応混合物を有機ジ
カルボン酸と反応させたポリエステルポリカーボネートポリオール、及びポリヒドロキシ
ル化合物とアリールカーボネートとのエステル交換反応により得られるポリカーボネート
ポリオールなどが挙げられる。これらは単独で用いてもよく、２種以上を併用してもよい
。
【００３２】
　また、上述したポリオールの他に、エチレングリコール、１，２‐プロピレングリコー
ル、１，３‐プロピレングリコール、１，４‐ブタンジオール、１，６‐ヘキサンジオー
ル、ネオペンチルグリコール、１，４‐シクロヘキサンジメタノール、３‐メチル‐１，
５‐ペンタンジオール、ジエチレングリコール、トリエチレングリコール、１，４‐ビス
（２‐ヒドロキシエトキシ）ベンゼン等の低分子量ポリオールを併用してもよい。
【００３３】
　鎖延長剤としては、エチレングリコール、１，２‐プロピレングリコール、１，３‐プ
ロピレングリコール、１，４‐ブタンジオール、１，６‐ヘキサンジオール、ネオペンチ
ルグリコール、１，４‐シクロヘキサンジメタノール、３‐メチル‐１，５‐ペンタンジ
オール、ジエチレングリコール、トリエチレングリコール、１，４‐ビス（２‐ヒドロキ
シエトキシ）ベンゼン等の低分子量ポリオール類、あるいは２，４‐トルエンジアミン、
２，６‐トルエンジアミン、３，５‐ジエチル‐２，４‐トルエンジアミン、４，４’‐
ジ‐ｓｅｃ‐ブチル‐ジアミノジフェニルメタン、４，４’‐ジアミノジフェニルメタン
、３，３’‐ジクロロ‐４，４’‐ジアミノジフェニルメタン、２，２’，３，３’‐テ
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トラクロロ－４，４’‐ジアミノジフェニルメタン、４，４’‐ジアミノ‐３，３’‐ジ
エチル‐５，５’‐ジメチルジフェニルメタン、３，３’‐ジエチル‐４，４’‐ジアミ
ノジフェニルメタン、４，４’‐メチレン‐ビス‐メチルアンスラニレート、４，４’‐
メチレン‐ビス‐アンスラニリックアシッド、４，４’‐ジアミノジフェニルスルフォン
、Ｎ，Ｎ’‐ジ‐ｓｅｃ‐ブチル‐ｐ‐フェニレンジアミン、４，４ '‐メチレン‐ビス
（３‐クロロ‐２，６‐ジエチルアミン）、３，３’‐ジクロロ‐４，４’‐ジアミノ‐
５，５’‐ジエチルジフェニルメタン、１，２‐ビス（２‐アミノフェニルチオ）エタン
、トリメチレングリコール‐ジ‐ｐ‐アミノベンゾエート、３，５‐ビス（メチルチオ）
‐２，４‐トルエンジアミン等に例示されるポリアミン類を挙げることができる。これら
は１種で用いても、２種以上を混合しても差し支えない。ただし、ポリアミン類について
は自身が着色していたり、これらを用いてなる樹脂が着色する場合も多いため、物性や光
透過性を損なわない程度に配合することが好ましい。
【００３４】
　上記ポリウレタン樹脂における有機イソシアネート、ポリオール、及び鎖延長剤の比は
、各々の分子量やこれらから製造される光透過領域の所望物性などにより適宜変更できる
。上記光透過領域の形成材料が上記所望の特性を得るためには、ポリオールと鎖延長剤の
合計官能基（水酸基＋アミノ基）数に対する有機イソシアネートのイソシアネート基数が
０．９５～１．１５であることが好ましく、さらに好ましくは０．９９～１．１０である
。
【００３５】
　上記ポリウレタン樹脂は、溶融法、溶液法など公知のウレタン化技術を応用して製造す
ることができるが、コスト、作業環境などを考慮した場合、溶融法で製造することが好ま
しい。
【００３６】
　上記ポリウレタン樹脂の重合手順としては、プレポリマー法、ワンショット法のどちら
でも可能であるが、事前に有機イソシアネートとポリオールからイソシアネート末端プレ
ポリマーを合成しておき、これに鎖延長剤を反応させるプレポリマー法が一般的である。
なお、有機イソシアネートとポリオールから製造されるイソシアネート末端プレポリマー
が市販されているが、本発明に適合するものであれば、それらを用いて、プレポリマー法
により本発明で使用するポリウレタンを重合することも可能である。
【００３７】
　光透過領域の作製方法は特に制限されず、公知の方法により作製できる。例えば、上記
方法により製造したポリウレタン樹脂のブロックをバンドソー方式やカンナ方式のスライ
サーを用いて所定厚さにする方法や所定厚さのキャビティーを持った金型に樹脂を流し込
み硬化させる方法や、コーティング技術やシート成形技術を用いた方法などが用いられる
。なお、光透過領域に気泡がある場合には、光の散乱により反射光の減衰が大きくなり研
磨終点の検出精度や膜厚の測定精度が低下する傾向にある。したがって、このような気泡
を除去するために上記材料を混合する前に１０　Ｔｏｒｒ以下に減圧することにより材料
中に含まれる気体を十分に除去することが好ましい。また、混合後の撹拌工程においては
気泡が混入しないように、通常用いられる撹拌翼式ミキサーの場合には、回転数１００ｒ
ｐｍ以下で撹拌することが好ましい。また、撹拌工程においても減圧下で行うことが好ま
しい。さらに、自転公転式混合機は、高回転でも気泡が混入しにくいため、該混合機を用
いて撹拌、脱泡を行うことも好ましい方法である。
【００３８】
　光透過領域の形状は特に制限されるものではないが、研磨層およびクッション層の開口
部と同様の形状にすることが好ましい。
【００３９】
　光透過領域の大きさは特に制限されるものではないが、研磨層およびクッション層の開
口部と同程度の大きさにすることが好ましい。
【００４０】
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　本発明の研磨パッドにおける研磨層は、発泡ポリウレタンから形成され、かつ曲げ弾性
率２５０～３５０ＭＰａを有すれば、その材料は特に制限なく使用できる。本発明におい
て研磨層に発泡ポリウレタンを用いるのは、表面にある気泡部分にスラリーを保持するこ
とができ、研磨速度を大きくすることができ、またポリウレタン樹脂は耐摩耗性に優れ、
原料組成を種々変えることにより所望の物性を有するポリマーを容易に得ることができる
からである。
【００４１】
　上記研磨層用ポリウレタン樹脂は、上記光透過領域に用いたものと同様に、有機イソシ
アネート、ポリオール、鎖延長剤を含有してなるものである。
【００４２】
　上記研磨層用ポリウレタン樹脂に使用する有機イソシアネートは特に制限されず、例え
ば上記光透過領域形成材料用のポリウレタン樹脂に用いたものと同様の有機イソシアネー
トが挙げられる。
【００４３】
　上記研磨層用ポリウレタン樹脂に使用するポリオールは特に制限されず、例えば上記光
透過領域形成材料用のポリウレタン樹脂に用いたものと同様のポリオールが挙げられる。
なお、研磨層用ポリウレタン樹脂に使用する場合、これらポリオールの数平均分子量は特
に限定されるものではないが、得られるポリウレタンの弾性特性等の観点から５００～２
０００であることが好ましい。
【００４４】
　また、ポリオールとしては、上記のような高分子量のポリオールの他に、エチレングリ
コール、１，２‐プロピレングリコール、１，３‐プロピレングリコール、１，４‐ブタ
ンジオール、１，６‐ヘキサンジオール、ネオペンチルグリコール、１，４‐シクロヘキ
サンジメタノール、３‐メチル‐１，５‐ペンタンジオール、ジエチレングリコール、ト
リエチレングリコール、１，４‐ビス（２‐ヒドロキシエトキシ）ベンゼン等の低分子量
ポリオールを併用することもできる。
【００４５】
　また、ポリオール中の高分子量成分と低分子量成分の比は、これらから製造される研磨
層に要求される特性により決められる。
【００４６】
　上記研磨層用ポリウレタン樹脂に使用する鎖延長剤としては、４，４’‐メチレンビス
（ｏ‐クロロアニリン）、２，６‐ジクロロ‐ｐ‐フェニレンジアミン、４，４’‐メチ
レンビス（２，３‐ジクロロアニリン）等に例示されるポリアミン類、あるいは、上述し
た低分子量ポリオールを挙げることができる。これらは１種で用いても、２種以上を併用
してもよい。
【００４７】
　上記ポリウレタン樹脂における有機イソシアネート、ポリオール、及び鎖延長剤の比は
、各々の分子量やこれらから製造される研磨層の物性などにより種々変え得るが、曲げ弾
性率２５０～３５０ＭＰａを有する発泡体を得ることができるものでなければならない。
研磨特性に優れる研磨層を得るためには、ポリオールと鎖延長剤の合計官能基（水酸基＋
アミノ基）数に対する有機イソシアネートのイソシアネート基数は０．９５～１．１５で
あることが好ましく、さらに好ましくは０．９９～１．１０である。
【００４８】
　上記研磨層用ポリウレタン樹脂は、上記光透過領域形成材料用ポリウレタン樹脂と同様
の方法により製造することができる。なお、必要に応じてポリウレタン樹脂に酸化防止剤
等の安定剤、界面活性剤、滑剤、顔料、充填剤、帯電防止剤、その他の添加剤を添加して
もよい。
【００４９】
　上記ポリウレタン樹脂を微細発泡させる方法は特に制限されないが、例えば中空ビーズ
を添加する方法、機械的発泡法、及び化学的発泡法等により発泡させる方法などが挙げら
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れる。なお、各方法を併用してもよいが、特にポリアルキルシロキサンとポリエーテルと
の共重合体であって活性水素基を有しないシリコーン系界面活性剤を使用した機械的発泡
法が好ましい。上記シリコーン系界面活性剤としては、ＳＨ‐１９２（東レ・ダウコーニ
ング・シリコーン製）等が好適な化合物として例示される。
【００５０】
　本発明の研磨パッドの研磨層に用いられる独立気泡タイプの発泡ポリウレタンを製造す
る方法について以下に説明する。上記発泡ポリウレタンの製造方法は、以下の工程（ａ）
～（ｃ）を有する。
　（ａ）イソシアネート末端プレポリマーの気泡分散液を作製する撹拌工程
　イソシアネート末端プレポリマーにシリコーン系界面活性剤を添加し、非反応性気体と
撹拌し、非反応性気体を微細気泡として分散させて気泡分散液とする。イソシアネート末
端プレポリマーが常温で固体の場合には適宜の温度に予熱し、溶融して使用する。
　（ｂ）硬化剤（鎖延長剤）混合工程
　上記の気泡分散液に鎖延長剤を添加し、混合撹拌する。
　（ｃ）硬化工程
　鎖延長剤を混合したイソシアネート末端プレポリマーを注型し、加熱硬化させる。
【００５１】
　上記非反応性気体は、微細気泡を形成するために使用されるが、可燃性でないものが好
ましく、具体的には窒素、酸素、炭酸ガス、ヘリウムやアルゴン等の希ガスやこれらの混
合気体が例示され、乾燥して水分を除去した空気の使用がコスト的にも最も好ましい。
【００５２】
　非反応性気体を微細気泡状にしてシリコーン系界面活性剤を含むイソシアネート末端プ
レポリマーに分散させる撹拌装置としては、公知の撹拌装置を特に限定なく使用可能であ
り、具体的にはホモジナイザー、ディゾルバー、２軸遊星型ミキサー（プラネタリーミキ
サー）等が例示される。撹拌装置の撹拌翼の形状も特に限定されないが、ホイッパー型の
撹拌翼を使用すると微細気泡が得られるため好ましい。
【００５３】
　なお、撹拌工程において気泡分散液を作成する撹拌と、混合工程における鎖延長剤を添
加して混合する撹拌は、異なる撹拌装置を使用することも好ましい態様である。特に混合
工程における撹拌は気泡を形成する撹拌でなくてもよく、大きな気泡を巻き込まない撹拌
装置の使用が好ましい。このような撹拌装置としては、遊星型ミキサーが好適である。撹
拌工程と混合工程の撹拌装置を同一の撹拌装置を使用しても支障はなく、必要に応じて撹
拌翼の回転速度等の撹拌条件の調整を行って使用することも好適である。
【００５４】
　上記発泡ポリウレタンの製造方法においては、気泡分散液を型に流し込んで流動しなく
なるまで反応した発泡体を加熱、ポストキュアすることは、発泡体の物理的特性を向上さ
せる効果があり極めて好適である。金型に気泡分散液を流し込んで直ちに加熱オーブン中
に入れてポストキュアを行う条件としてもよく、そのような条件下でもすぐに反応成分に
熱が伝達されないので気泡径が大きくなることはない。硬化反応は、常圧で行うと気泡形
状が安定するため好ましい。
【００５５】
　上記ポリウレタン樹脂の製造において、第３級アミン系、有機スズ系等の公知のポリウ
レタン反応を促進する触媒を使用してもよい。触媒の種類、添加量は、混合工程後、所定
形状の型に流し込む流動時間を考慮して選択する。
【００５６】
　上記発泡ポリウレタンの製造は、容器に各成分を計量して投入し、撹拌するバッチ方式
であっても、また撹拌装置に各成分と非反応性気体を連続して供給して撹拌し、気泡分散
液を送り出して成形品を製造する連続生産方式であってもよい。
【００５７】
　本発明の研磨パッドに用いられる研磨層は、以上のようにして作製された発泡ポリウレ
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タンを、所定のサイズに裁断して製造される。
【００５８】
　本発明の発泡ポリウレタンからなる研磨層は、被研磨対象物と接触する研磨側表面（研
磨領域）に、スラリーを保持・更新するための溝が設けられていることが好ましい。上記
研磨領域は、微細発泡体により形成されているため研磨表面に多くの開口を有し、スラリ
ーを保持する働きを持っているが、更なるスラリーの保持性とスラリーの更新を効率よく
行うため、また被研磨対象物との吸着による被研磨対象物の破壊を防ぐためにも、研磨側
表面に溝を有することが好ましい。溝は、スラリーを保持・更新する表面形状であれば特
に限定されるものではなく、例えば、ＸＹ格子溝、同心円状溝、貫通孔、貫通していない
穴、多角柱、円柱、螺旋状溝、偏心円状溝、放射状溝、及びこれらの溝を組み合わせたも
のが挙げられる。また、溝ピッチ、溝幅、溝深さ等も特に制限されず適宜選択して形成さ
れる。さらに、これらの溝は規則性のあるものが一般的であるが、スラリーの保持・更新
性を望ましいものにするため、ある範囲ごとに溝ピッチ、溝幅、溝深さ等を変化させるこ
とも可能である。
【００５９】
　上記溝の形成方法は特に限定されるものではないが、例えば、所定サイズのバイトのよ
うな治具を用い機械切削する方法、所定の表面形状を有した金型に樹脂を流しこみ硬化さ
せる方法、所定の表面形状を有したプレス板で樹脂をプレスして形成する方法、フォトリ
ソグラフィーを用いて形成する方法、印刷手法を用いて形成する方法、及び炭酸ガスレー
ザーなどを用いたレーザー光により形成する方法などが挙げられる。
【００６０】
　本発明の研磨パッドにおいて、上記研磨層の厚さは特に限定されるものではないが、厚
さ０．５～４ｍｍ程度が好ましく、さらに好ましくは０．６～３．５ｍｍである。上記厚
さを有する研磨層を作製する方法としては、上記発泡体のブロックをバンドソー方式やカ
ンナ方式のスライサーを用いて所定厚さにする方法、所定厚さのキャビティーを持った金
型に樹脂を流し込み硬化させる方法、及びコーティング技術やシート成形技術を用いた方
法などが挙げられる。
【００６１】
　また、研磨層の厚さのバラツキは、１００μｍ以下であることが好ましく、特に５０μ
ｍ以下であることが好ましい。厚さのバラツキが１００μｍを越える場合には、研磨層が
大きなうねりを持ったものとなり、被研磨対象物に対する接触状態が異なる部分ができ、
研磨特性に悪影響を与える傾向にある。また、研磨層の厚さのバラツキを解消するため、
一般的には研磨初期に研磨層の表面をダイヤモンド砥粒を電着、又は融着させたドレッサ
ーを用いてドレッシングするが、上記厚さのバラツキの上限を超えたものは、ドレッシン
グ時間が長くなり、生産効率を低下させることになる。また、厚さのバラツキを抑える方
法としては、所定厚さにした研磨領域表面をバフィングする方法もある。バフィングする
際には、粒度などが異なる研磨シートで段階的に行うことが好ましい。
【００６２】
　研磨層および（光透過領域と）クッション層を有する積層研磨パッドの作成方法は特に
制限されず、種々の方法が考えられるが、具体的な例を以下に説明する。以下光透過領域
を有する場合における方法を例示したが光透過領域のない場合においては光透過領域用の
開口を設けずに作成すればよいものである。
【００６３】
　まず１つめの例は、所定位置に所定の大きさに開口した研磨層を両面テープと貼り合わ
せ、その下に研磨層の開口部に合わせるように、所定の大きさに開口したクッション層を
貼り合わせる。次に、クッション層に離型紙のついた両面テープを貼りあわせ、研磨層の
開口部に光透過領域をはめ込み、貼り合わせる方法である。
【００６４】
　２つめの具体例としては、所定の大きさに開口した研磨層を両面テープと貼り合わせ、
その下にクッション層を貼り合わせる。その後、研磨層の開口部に合わせるように、両面
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テープ、及びクッション層を所定の大きさに開口する。次に、クッション層に離型紙のつ
いた両面テープを貼りあわせ、研磨層の開口部に光透過領域をはめ込み、貼り合わせる方
法である。
【００６５】
　３つめの具体例としては、所定の大きさに開口した研磨層を両面テープと貼り合わせ、
その下にクッション層を貼り合わせる。次に、クッション層の反対面に離型紙のついた面
テープを貼りあわせ、その後、研磨層の開口部に合わせるように、両面テープから離型紙
まで所定の大きさに開口する。研磨層の開口部に光透過領域をはめ込み、貼り合わせる方
法である。なおこの場合、光透過領域の反対側が開放された状態になり、埃等がたまる可
能性があるため、それを塞ぐ部材を取り付けることが好ましい。
【００６６】
　４つめの具体例としては、離型紙のついた両面テープを貼り合わせたクッション層を所
定の大きさに開口する。次に所定の大きさに開口した研磨層を両面テープと貼り合わせ、
これらを開口部が合うように貼りあわせる。そして研磨層の開口部に光透過領域をはめ込
み、貼り合わせる方法である。なおこの場合、研磨層の反対側が開放された状態になり、
埃等がたまる可能性があるため、それを塞ぐ部材を取り付けることが好ましい。
【００６７】
　上記研磨パッドの作成方法において、研磨層やクッション層などを開口する手段は特に
制限されるものではないが、例えば、切削能力をもつ治具をプレスして開口する方法、炭
酸レーザーなどによるレーザーを利用する方法、及びバイトのような治具にて研削する方
法などが挙げられる。なお、研磨層の開口部の大きさ及び形状は特に制限されない。
【００６８】
　本発明の研磨パッドにおいて、クッション層は、上記研磨層の特性を補い両層の特性が
相まって本発明の目的である研磨速度の向上と平坦化特性、面内均一性が同時に達成し得
るものであり、前述のように、独立気泡発泡体から形成され、厚さ０．５～１．０ｍｍお
よび歪定数０．０１～０．０８μｍ／（ｇｆ／ｃｍ２ ）を有することを必須要件とするも
のである。上記クッション層は、ＣＭＰにおいて、トレードオフの関係にある平坦化特性
と面内均一性とを両立させるために必要なものである。平坦化特性とは、パターン形成時
に発生する微小凹凸のある被研磨対象物を研磨した時のパターン部の平坦性をいい、面内
均一性とは、被研磨対象物全体の均一性をいう。
【００６９】
　本発明の研磨パッドにおいて、上記クッション層は、独立気泡発泡体から形成され、厚
さ０．５～１．０ｍｍおよび歪定数０．０１～０．０８μｍ／（ｇｆ／ｃｍ２ ）を有する
ものであれば、その形成材料は特に制限されないが、例えばポリウレタン樹脂、ポリエチ
レン樹脂などの高分子樹脂の独立気泡発泡体が挙げられる。
【００７０】
　ポリウレタン樹脂は、上記の光透過領域の作製において記載したポリウレタン樹脂から
上記特性を備えたものとなり得る樹脂を選定すればよく、この選定された樹脂を用いて独
立気泡発泡体を形成する。独立気泡発泡体を形成する方法は、上記研磨層作成方法として
記載した方法から選択し採用すればよい。
【００７１】
　本発明において、研磨層とクッション層とを貼り合わせる手段としては、例えば、研磨
層とクッション層とを両面テープで挟み、プレスする方法が挙げられる。
【００７２】
　両面テープは、不織布やフィルム等の基材の両面に接着層を設けた一般的な構成を有す
るものである。クッション層へのスラリーの浸透等を防ぐことを考慮すると、基材にフィ
ルムを用いることが好ましい。また、接着層の組成としては、例えば、ゴム系接着剤やア
クリル系接着剤等が挙げられる。金属イオンの含有量を考慮すると、アクリル系接着剤は
金属イオン含有量が少ないため好ましい。また、研磨層とクッション層は組成が異なるこ
ともあるため、両面テープの各接着層の組成を異なるものとし、各層の接着力を適正化す
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ることも可能である。
【００７３】
　クッション層と両面テープとを貼り合わせる手段としては、クッション層に両面テープ
をプレスして接着する方法が挙げられる。この両面テープについては、上記研磨層とクッ
ション層とを貼り合わせる両面テープと同様に、不織布やフィルム等の基材の両面に接着
層を設けた一般的な構成を有するものである。研磨パッドの使用後に、プラテンから剥が
すことを考慮すると、基材にフィルムを用いるとテープ残り等を解消することができるた
め好ましい。また、接着層の組成は上記研磨層とクッション層とを貼り合わせる両面テー
プと同様のものを使用することができる。
【００７４】
　半導体デバイスは、上記研磨パッドを用いて半導体ウエハの表面を研磨する工程を経て
製造される。半導体ウエハとは、一般にシリコンウエハ上に配線金属及び酸化膜を積層し
たものである。半導体ウエハの研磨方法、研磨装置は特に制限されず、例えば、研磨パッ
ドを支持する研磨定盤と、半導体ウエハを支持する支持台（ポリシングヘッド）とウエハ
への均一加圧を行うためのバッキング材と、スラリーの供給機構を備えた研磨装置などを
用いて行われる。研磨パッドは、例えば、両面テープで貼り付けることにより、研磨定盤
に装着される。研磨定盤と支持台とは、それぞれに支持された研磨パッドと半導体ウエハ
が対向するように配置され、それぞれに回転軸を備えている。また、支持台側には、半導
体ウエハを研磨パッドに押し付けるための加圧機構が設けてある。研磨に際しては、研磨
定盤と支持台とを回転させつつ半導体ウエハを研磨パッドに押し付け、スラリーを供給し
ながら研磨を行う。スラリーの流量、研磨荷重、研磨定盤回転数、及びウエハ回転数は特
に制限されず、適宜調整して行う。
【００７５】
　これにより半導体ウエハの表面の突出した部分が除去されて平坦状に研磨される。その
後、ダイシング、ボンディング、パッケージング等することにより半導体デバイスが製造
される。半導体デバイスは、演算処理装置やメモリー等に用いられる。
【実施例】
【００７６】
　　以下、本発明の構成と効果を具体的に示す実施例等について説明する。なお、実施例
等における評価項目は下記のようにして測定した。
【００７７】
（歪定数）
　クッション層を直径０．５インチの円形サイズに切り取り歪定数測定用試料とし、温度
２３℃±２℃、湿度６０％±１０％の環境下で、万能材料試験機（Ｉｎｓｔｒｏｎ社製　
ｍｏｄｅｌ　５８４８）を用いて、圧縮速度０．１ｍｍ／分にて圧縮量と荷重を測定した
。得られた圧縮荷重－圧縮変形量線図の荷重３００ｇｆ／ｃｍ２ の時のデータ点から荷重
１０００ｇｆ／ｃｍ２ のデータ点を用いて１次近似した直線の勾配を用いて算出した。
【００７８】
（圧縮率）
　直径７ｍｍの円（厚さ：任意）に切り出した材料（研磨層）を圧縮率測定用試料とし、
温度２３℃±２℃、湿度５０％±５％の環境で４０時間静置した。測定には熱分析測定器
　ＴＭＡ（ＳＥＩＫＯ　ＩＮＳＴＲＵＭＥＮＴＳ製、ＳＳ６０００）を用い、圧縮率を測
定した。また、圧縮率の計算式を下記に示す。
【００７９】
【数１】
　
　
【００８０】
　［Ｔ１は材料に無負荷状態から３０ＫＰａ（３００ｇ／ｃｍ２ ）の応力の負荷を６０秒
間保持した時の材料厚さであり、Ｔ２はＴ１の状態から１８０ＫＰ a （１８００ｇ／ｃｍ
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２ ）の応力の負荷を６０秒間保持した時の材料厚さである。］
【００８１】
（曲げ弾性率）
　研磨層を厚さ２．０ｍｍ、幅１０ｍｍ、長さ５０ｍｍに切り出して曲げ弾性率測定用試
料とし、材料試験機（東洋精機社製、ＴＥＮＳＩＬＯＮ　ＵＴＭ‐４ＬＨ）を用いて、支
点間距離３２ｍｍ、試験速度２ｍｍ／分で、ＪＩＳ　Ｋ７１７１に準拠して３回測定し、
その平均値を曲げ弾性率とした。
【００８２】
（平均気泡径測定）
　厚さ１ｍｍ程度になるべく薄くミクロトームカッターで平行に切り出した研磨層などの
材を平均気泡径測定用試料とした。試料をスライドガラス上に固定し、画像処理装置（東
洋紡社製、Ｉｍａｇｅ　Ａｎａｌｙｚｅｒ　Ｖ１０）を用いて、任意の０．２ｍｍ×０．
２ｍｍ範囲の全気泡径を測定し、平均気泡径を算出した。
【００８３】
（比重測定）
　ＪＩＳ　Ｚ８８０７‐１９７６に準拠して行った。４ｃｍ×８．５ｃｍの短冊状（厚さ
：任意）に切り出した研磨層などの材を比重測定用試料とし、温度２３℃±２℃、湿度５
０％±５％の環境で１６時間静置した。測定には比重計（ザルトリウス社製）を用い、比
重を測定した。
【００８４】
（硬度測定）
　ＪＩＳ　Ｋ６２５３‐１９９７に準拠して行った。２ｃｍ×２ｃｍ（厚さ：任意）の大
きさに切り出した研磨層などの材を硬度測定用試料とし、温度２３℃±２℃、湿度５０％
±５％の環境で１６時間静置した。測定時には、試料を重ね合わせ、厚さ６ｍｍ以上とし
た。硬度計（高分子計器社製、アスカーＤ型硬度計）を用い、硬度を測定した。
【００８５】
（研磨特性の評価）
　研磨装置としてＳＰＰ６００Ｓ（岡本工作機械社製）を用い、作製した研磨パッドを用
いて、研磨特性の評価を行った。
【００８６】
　
　研磨レートの評価は、８インチのシリコンウエハに熱酸化膜を１μｍ製膜したものを、
約０．５μｍ研磨して、このときの時間から算出した。酸化膜の膜厚測定には、干渉式膜
厚測定装置（大塚電子社製）を用いた。研磨条件としては、スラリーとしてシリカスラリ
ー（ＳＳ１２、キャボット社製）を研磨中に流量１５０ミリリットル／分にて添加した。
研磨荷重としては３５０ｇ／ｃｍ２ 、研磨定盤回転数３５ｒｐｍ、ウエハ回転数３０ｒｐ
ｍとした。
【００８７】
　
　面内均一性は、研磨終了後のウエハの任意２５点の膜厚測定値より下記式により算出し
た。尚、面内均一性の値が小さいほどウエハ表面の面内均一性が高いことを表す。
【００８８】
【数２】
　
　
【００８９】
　
　平坦化特性の評価は、８インチシリコンウエハに熱酸化膜を０．５μｍ堆積させた後、
所定のパターニングを行い、ｐ－ＴＥＯＳ（テトラエトキシシラン）にて酸化膜を１μｍ
堆積させ、初期段差０．５μｍのパターン付きウエハを作製した。このウエハを前述条件
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にて研磨を行い、研磨後、各段差を測定し平坦化特性を評価した。平坦化特性としては２
つの段差を測定した。一つはローカル段差であり、これは幅２７０μｍのラインが３０μ
ｍのスペースで並んだパターンにおける段差であり、１分後の段差を測定した。もう一つ
は削れ量であり、幅２７０μｍのラインが３０μｍのスペースで並んだパターンと幅３０
μｍのラインが２７０μｍのスペースで並んだパターンにおいて、上記２種パターンのラ
イン上部の段差が２０００Å以下になるときの２７０μｍのスペースの削れ量を測定した
。ローカル段差の数値が低いとウエハ上のパターン依存により発生した酸化膜の凹凸に対
し、ある時間において平坦になる速度が大きいことを示す。また、スペースの削れ量が少
ないと削れて欲しくない部分の削れ量が少なく平坦化特性が高いことを示す。
【００９０】
（実施例１）
　熱可塑性ポリウレタンエラストマーＥ５６８（日本ミラクトラン社製、ショアＤ硬度６
８）を押し出し機を用いて幅６５０ｍｍ、厚さ１．５ｍｍのシート状に押し出し、長さ６
５０ｍｍで裁断し、６５０ｍｍ×６５０ｍｍ×１．５ｍｍのシートを得た。このシートを
圧力容器内に入れ、温度４０℃、１５ＭＰａに保たれた二酸化炭素雰囲気下で２４時間放
置し、上記シートに二酸化炭素を十分に含浸させた。これを容器から取り出し、８０℃に
加温した２枚のテフロン（ 登 録 商 標 ） シートに挟み込み、直ちに１４５℃のオイルバス中
に入れて４０秒間浸漬処理を行い発泡させた。得られたシート発泡体をバフ機でバフィン
グして１．３ｍｍ厚さとし研磨層シートを得た。この得られた研磨層シートの比重は０．
７６ｇ／ｃｍ３ 、平均気泡径は１８μｍ、硬度は４７、曲げ弾性率は２５５ＭＰａ、圧縮
率は１．３％であった。
【００９１】
　この得られた研磨層シートの片面を、表面溝加工機（東邦エンジニアリング社製）によ
って、溝深さ０．４ｍｍ、溝幅０．２５ｍｍ、溝ピッチ１．５ｍｍの同心円状溝を形成し
、直径２４インチ（６１０ｍｍ）を有する円形に外周を裁断して研磨層を作製した。
【００９２】
　一方、独立気泡発泡体のポリウレタン樹脂からなる厚さ０．８ｍｍ、歪定数０．０７μ
ｍ／（ｇｆ／ｃｍ２ ）の直径２４インチ（６１０ｍｍ）を有する円形のクッション層を用
意し、これと上記研磨層とを両面テープ（積水化学社製、ダブルタックテープ＃５７８２
）にて貼り合せ、さらにクッション層の研磨層と反対側面にプラテン用両面テープ（積水
化学社製、ダブルタックテープ＃５７８４）を貼り、研磨パッドを作製した。
【００９３】
（比較例１）
　フッ素コーティングした反応容器内に、フィルタリングしたポリエーテル系プレポリマ
ー（ユニロイヤル社製、アジプレンＬ‐３２５、ＮＣＯ濃度：２．２２ｍｅｑ／ｇ）１０
０重量部，及びフィルタリングしたシリコーン系ノニオン界面活性剤（東レ・ダウシリコ
ーン社製、ＳＨ１９２）３重量部を混合し、温度を８０℃に調整した。フッ素コーティン
グした撹拌翼を用いて、回転数９００ｒｐｍで反応系内に気泡を取り込むように約４分間
激しく撹拌を行った。そこへ予め１２０℃で溶融し、フィルタリングした４，４’－メチ
レンビス（ｏ‐クロロアニリン）（イハラケミカル社製、イハラキュアミンＭＴ）２６重
量部を添加した。その後、約１分間撹拌を続けてフッ素コーティングしたパン型のオープ
ンモールドへ反応溶液を流し込んだ。この反応溶液の流動性がなくなった時点でオーブン
内に入れ、１１０℃で６時間ポストキュアを行いポリウレタン樹脂発泡体ブロックを得た
。このポリウレタン樹脂発泡体ブロックをバンドソータイプのスライサー（フェッケン社
製）を用いてスライスし、ポリウレタン樹脂発泡体シートを得た。次にこのシートをバフ
機（アミテック社製）を使用して、所定の厚さに表面バフを行い、厚さ精度を整えたシー
トとした（シート厚さ：１．２７ｍｍ）。このバフ処理をしたシートを所定の直径２４イ
ンチ（６１０ｍｍ）を有する円形に打ち抜き、溝加工機（東邦鋼機社製）を用いて表面に
溝幅０．２５ｍｍ、溝ピッチ１．５０ｍｍ、溝深さ０．４０ｍｍの同心円状の溝加工を行
い研磨層を作製した。作製した研磨層の各物性は、平均気泡径４５μｍ、比重０．８７ｇ

10

20

30

40

50

(14) JP 3754436 B2 2006.3.15



／ｃｍ３ 、硬度５３度、圧縮率１．０％、曲げ弾性率２６０ＭＰａであった。
【００９４】
　一方、独立気泡発泡体のポリエチレン樹脂からなる厚さ１．３ｍｍ、歪定数０．１４μ
ｍ／（ｇｆ／ｃｍ２ ）の直径２４インチ（６１０ｍｍ）を有する円形であるクッション層
を用意し、これと上記研磨層とを両面テープ（積水化学社製、ダブルタックテープ＃５７
８２）にて貼り合せ、さらにクッション層の研磨層と反対側面にプラテン用両面テープ（
積水化学社製、ダブルタックテープ＃５７８４）を貼り、研磨パッドを作製した。
【００９５】
（比較例２）
　クッション層として、独立気泡発泡体のポリエチレン樹脂からなる厚さ０．４ｍｍ、歪
定数０．１３μｍ／（ｇｆ／ｃｍ２ ）の直径２４インチ（６１０ｍｍ）を有する円形シー
トを用意し、これと実施例１で用いた研磨層とを、比較例１と同様に積層して研磨パッド
を作製した。
【００９６】
（比較例３）
　シリコーン系ノニオン界面活性剤を２０重量部に変更した以外は、比較例１と同様にし
て研磨層を作製した。得られた研磨層の各物性は、平均気泡径２５μｍ、比重０．７ｇ／
ｃｍ３ 、硬度４０、圧縮率２．０％、曲げ弾性率１７０ＭＰａであった。
【００９７】
　この研磨層に、実施例１で用いたクッション層を、実施例１と同様に積層して研磨パッ
ドを作製した。
【００９８】
　実施例１および比較例１～３の研磨パッドの研磨特性の評価を行った、その測定結果を
下記表１に示す。実施例１の研磨パッドは、研磨レート、面内均一性、平坦化特性が全て
満足し得るものであった。
【００９９】
　これに対して、比較例１の研磨パッドは、研磨レートおよび面内均一性においては実施
例の研磨パッドには劣るものの満足し得る範囲であったが、平坦化特性においては到底満
足し得るものではなかった。比較例２の研磨パッドは、研磨レートおよび平坦化特性にお
いては実施例の研磨パッドには劣るものの満足し得る範囲であったが、面内均一性が著し
く悪化した。比較例３の研磨パッドは、面内均一性が非常に良好であったものの、研磨レ
ートおよび平坦化特性が極めて悪化した。
【０１００】
【表１】
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